
〇認定協議会：原則毎月第4木曜

2020年　 ４月２２日（水）※第４水曜日 2020年 ４月１５日（水）

５月２７日（水）※第４水曜日 ５月２０日（水）

６月２５日（木） ６月１７日（水）

７月２９日（水）※第５水曜日 ７月１５日（水）

８月２６日（水）※第４水曜日 ８月１９日（水）

９月２４日（木） ９月１６日（水）

１０月２２日（木） １０月１４日（水）※第２水曜日

１１月２６日（木） 　　　　　　　　　　　１１月１４日（水）※第２水曜日１１月１８日（水）

１２月２４日（木） 　　　　　　　　      １２月１２日（水）※第２水曜日１２月１６日（水）

2021年 １月２８日（木） 2021年 １月２０日（水）

２月２５日（木） ２月１７日（水）

３月２５日（木）              　　　　３月１７日（水）

　　◆申請書提出期限

　　◆核酸アナログ製剤治療の更新手続き

・お住まいの市町を圏内としている各保健福祉事務所へ必要書類を締切日までに提出していただきますが、
書類の確認や不備等があった場合を考慮して、できる限り早目に提出いただきますようお願いします。

　　◆受給者証・参加者証交付

　協議会で承認後、各保健福祉事務所で受給者証を交付します。協議会終了後の翌月の初旬を予定してい
ますが、詳細は、申請書提出時に各保健福祉事務所で御確認をお願いします。
　診断書の内容等で保留になった場合は、翌月の協議会で再審査となり、それ以降の交付となることがあり
ます。診断書の記入漏れなどないよう御留意ください。

核酸アナログ製剤は1年ごとの更新ができます。
更新者への個別通知は行っておりませんので受給者証の有効期間に御留意ください。

　　◆その他の注意事項

診断書の検査所見の画像診断、所見内容は具体的に記載をお願いします。
また、検査日、検査値、施設基準値等も漏れがないよう確実に記載をお願いします。

〈肝炎治療費助成について〉
・原則、治療開始前に申請していただくようお願いします。
・治療中の方が申請された場合は、保健福祉事務所が受理した日の月の初日からの有効期限になります。
・有効期限は診断書に記載されている「治療予定期間」に即して受給者証を発行します。

〈肝がん・重度肝硬変入院医療費助成について〉

・原則、自己負担額が一定額を超えた月（高額療養費制度の対象となった月）が過去12カ月で既に3カ月以
上あり同様の自己負担額となる4カ月目の入院が予定されている、または、4カ月目入院中に申請していた
だくようお願いします。
・参加者証の有効期限は申請があった月の初日から1年です。有効期限終了後も対象となる場合は更新が
できます。

令和２年度
肝炎治療費助成認定協議会、肝がん・重度肝硬変入院医療費助成認定協議会

保健福祉事務所提出締切日

＊審査会日程は変更になる場合があります。それに伴い保健福祉事務所提出締切日も変更になる可能性
がありますので、必ず各保健福祉事務所または健康増進課へ御確認ください（お問い合わせ先は裏面を参
照）。

審査予定日 保健福祉事務所提出締切日



佐賀県健康増進課 0952-25-7074

唐津保健福祉事務所 0955-73-4186

伊万里保健福祉事務所 0955-23-2101

杵藤保健福祉事務所 0954-22-2104

鳥栖保健福祉事務所 0942-83-3579

お問い合わせ先

施設名 電話番号

佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-1905


